
福岡市で初めての
林野火災注意報を発令しました

【お問い合わせ先】

消防局 予防部 予防課    担当：杉野、花田 電話 092-725-6610

令和８年３月11日

【林野火災注意報・警報とは】

毎年１月～５月の雨が少ないときや乾燥しているとき、また、強い風が吹くときに発令し、

発令中は、対象区域において、「たき火」や「喫煙」などの火の使用が制限されます。

なお、林野火災警報発令中、火の使用制限に違反した場合には、罰則の対象となること

があります。

林野火災注意報・警報の発令・解除については、福岡市消防局のホームページに掲載を

するほか、林野火災警報にあっては、「福岡市防災メール」でもお知らせしますので、受信の

登録をお願いします。

「福岡市防災メール」の登録や制度の詳細については、福岡市消防局のホームページを

ご覧ください。

【発令日】

令和８年３月11日（水） 15時23分

【対象区域】

福岡市内の民有林及び国有林 （別紙「福岡市森林区域図」参照）

【火の使用制限（例）】

  山林での火入れ、花火、たき火、喫煙など

福岡市では令和８年３月１日から「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の発令制度

を開始しました。下記のとおり、福岡市で初めて林野火災注意報を発令しましたのでお知ら

せします。今後の解除・発令に関する記者配付は予定しておりません。

福岡市消防局

ホームページ→
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